
令和８年度 保育ゼミ研修 開催要項 

 

1  目  的 日常の保育や保育者の資質向上を図るため、少人数のゼミナール形式で学び合い、

保育実践力の一層の向上を図ります。 

2  主  催 石川県 

3  実施機関 社会福祉法人石川県社会福祉協議会 福祉総合研修センター 

4  開催日時と内容     ※課題提出有り 

第１回 ６月１６日（火） 
研究を進めるにあたって（講義）、テーマ、

方法を決め、記録の仕方、研究の書き方  

第２回 ７月１４日（火） 
研究の中間報告、話し合い（方向修正）、 

実践したこと、記録したことの持ち寄り 
１３：００～ 

第３回 ８月１８日（火） 
研究のまとめ方 

（一度書いたものをもってくる） 
１６：００ 

第４回 ９月２９日（火） 模擬発表、講評 
 

5  開催方法 オンライン形式（ZOOM） 

6  参加対象 保育施設に勤務する職員 ３０名   ※全４回出席可能な方 

7  講  師 金沢星稜大学人間科学部こども学科  教授 開 仁志 氏 

 

8  受講にあたって 
 グループワークを行いますので、１人１台のパソコンあるいはタブレット端末（カメラ、マ

イク付き）をご用意ください。また、視聴にはヘッドセットの使用を推奨いたします。 

 可能な限り、外部の音が入らない静かな環境でのご参加をお願いいたします。 

 受講中、ご自身の画面背景にキャラクターや絵本などが映ると、著作権（公衆送信権）の侵

害にあたる恐れがありますのでご注意下さい。また、個人情報などの映り込みにもご注意

下さい。 

 インターネット利用にかかる通信料は、受講者の負担となります。 

 研修前に、https://zoom.us/testにて、カメラ・マイクの接続確認をお願いします。また、

ZOOM最新バージョンへのアップグレードもお願いいたします。 

 

9  申込期間 ４月２０日（月）～ ５月１日（金） 

     ※申込み期間中でも、定員に達し次第、締め切ります。 

10  受講関係通知 

受講承認または不承認の通知を５月８日（金）頃に申込み時のメールアドレスに送信します。 

※承認通知には受講に際しての留意事項等を記載しますので、必ず受講者にお渡しください。 

※通知予定日から２～３日が過ぎても通知が届かない場合は、福祉総合研修センターまで 

お問い合わせください。 

 

https://zoom.us/test
https://zoom.us/ja/download?_ga=2.240594051.1404576723.1716516559-1566800584.1711065131


11 受講申込  石川県社会福祉協議会ホームページから、期間中にお申込みください。 

 

  【ホームページからの申込手順】 

① 石川県社会福祉協議会ホームページ（URL：https://www.isk-shakyo.or.jp/）の上部メニ

ュー  福祉の研修  をクリックします。 

② 「研修新着情報」から受講希望の研修名をクリックすると、「検索結果」が画面の下方に表

示されます。 

③ 受講希望の研修であることを確認の上、右欄の  申込  をクリックすると、「研修申し込

み」が表示されます。 

④ 必要事項（※印は必須項目）を入力後、 申込確認画面へ  をクリックし、入力内容を確認

の上、  

 申し込む  をクリックして、申し込み完了です。 

⑤ 申し込み後、すぐに「受付確認書」がメールで送信されます。メールが届かない場合は、

メールアドレスが正しく入力されていない可能性がありますので、福祉総合研修センター

までご連絡ください。 

なお、「受付確認書」は受講を承認するものではありません。後日、「受講選考結果」がメ

ールで送信されます。 

 

※ 申込みの際に入力していただいた氏名は、全日程修了後に交付される修了証書に記載され

ますので、お間違えのないよう十分ご注意ください。 

※ 修了証書は、勤務先に送付しますので、勤務先名・住所は、必ず明記下さい。 

※ 園以外で受講する場合は、受講予定場所（例 ●●市町会議室）を入力し、接続が途切れ

た時などに連絡がつく携帯などの電話番号を、申込画面の指定欄に入力してください。 

12 個人情報の取り扱い 

本研修において知り得た個人情報については、本研修の運営に係る目的のみに使用し、他の

目的には使用いたしません。 

13 修了証書の交付等 

・研修（全４回）を修了した方には、修了証書を交付します。但し、遅刻や早退、中座のあ

った方は、交付できない場合があります。 

・本研修は、認定こども園の施設型給付費等に係る処遇改善等加算（区分３「質の向上分」）

の対象として、60 時間に含む研修に位置付けられております。 

※保育所等職員の加算Ⅱ対象研修ではありません。 

・加算要件の詳細については、下記の県ホームページをご参照いただくか、石川県少子化対

策監室までお問い合わせください。 

【ＵＲＬ】https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kosodate/hoikushi/kasan2.html 

【問い合わせ先】石川県少子化対策監室 幼児教育・保育人材グル―プ TEL  076-225-1497 

14 本件に関するお問い合わせ先 
      石川県社会福祉協議会 福祉総合研修センター 担当：森井、向 

     〒920-0022 石川県金沢市北安江 3-2-20（金沢勤労者プラザ内） 

TEL 076-221-1833  FAX 076-221-1834 

https://www.isk-shakyo.or.jp/
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kosodate/hoikushi/kasan2.html

